
 

 

 

飼料の安全確保に関する枠組みの見直し 

１.飼料等のGMPガイドラインの策定及び普及  

(1) これまでの「最終製品の検査」を中心とした安全管理から、GMP（適

正製造規範）の遵守等による「全工程における管理の徹底」への移行

を進めることにより、飼料の安全をより効果的に確保するため、事業

者が自ら取り組むべき基本的な事項を指針としてまとめた「飼料等の

MPガイドライン」を本年６月に発出。 

(2) 今後は、フィードチェーンの全ての段階の事業者によるGMPへの取組

を促すため、ガイドライン解説書の作成等を通じた技術的な支援を進

めていく予定。  

 

２.飼料の有害物質に関する管理基準の導入  

(1) リスクの程度に応じた有害物質の監視体制に移行するため、本年６

月に、飼料の有害物質に関する基準を、超過してはならない値である

「指導基準」と、適切な管理を行う目安である「管理基準」に分類す

る改正通知を発出。 

(2) なお、管理基準を超過した飼料が確認された場合は、畜産物を介し

た人に対する健康影響や、家畜に対する健康影響を検討し、農業資材

審議会の意見を聴いた上で、重大な問題が生じるおそれがあると認め

られる場合には、事業者や畜産農家に対し、当該飼料の製造、販売、

使用の禁止を指示する等の措置を講じる。 

 

３.表示制度の見直し  

(1) 飼料原料の調達先の多様化に伴い、飼料設計を柔軟に変更できるよ

う、関係者から広く意見を聴きながら品質表示の見直しを進めてきた

ところ。 

(2) 本年７月にパブリックコメントが終了し、告示及び通知の改正手続

を進めており、９月に施行予定。 

（参考２） 

（参考３） 

（参考１） 
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適合確認 
（平成28年度より開始予定） 

     フィードチェーン全体における飼料の安全管理レベルの向上          
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施設・設備、原料の安全確認、衛生
管理、工程管理、試験検査、自己点
検、回収処理等、事業者が取り組む
べき基本的な管理の指針  

      
指示 

報告 

基準を満たす 
原料のみを受入 

飼料の輸入・製造・販売事業者がGMPを導入し、より効果的な安全管理を行うことにより、 
 不適合品の製造を未然に防ぐことが可能 
 適合確認を受けることにより、自らの安全管理の妥当性を客観的に示すことが可能 

生産者 

ガイドラインに基づきGMPを導入 

 

事業者からの申請に応じ、GMP
ガイドラインへの適合状況を確認
し、確認書を発行 

GMPを導入したより効果的な飼料の安全確保の仕組み 

（独）農林水産消費安全 
技術センター（FAMIC) 

（参考１） 

販売業者 



➢   FAMICの検査による基準の遵守状況の確認（主に配合飼料）、事業者に対する低減対策の指導 
➢    事業者自らが「有害物質混入防止ガイドライン（通知）」をはじめとする各種ガイドラインに基づき、飼料の 
    生産・製造等の各段階における有害物質の低減対策を実施 

飼料の有害物質に関する管理基準の導入 

これらの対策が有効に機能し、違反件数が大きく減少 

現状及び課題 

➢ 抜取りによる製品検査では、事業者の安全管理状
況を十分に監視することが困難 

 

➢    輸入原料の調達先の多様化や新たな国内資源 
       （飼料米、エコフィード等）の監視が必要 
 

➢   各有害物質の家畜や人に対するリスクの程度に関 
    係なく、基準値超過の際は一律的な対応（回収等） 

➢ 有害物質に関する基準の位置付けの見直し及び管理基準の導入 
  （平成27年6月25日に関連通知を改正。なお、とうもろこし中のAFB1の管理基準は同年12月25日から適用。） 
   ・ 基準を超過した場合のリスクの程度に応じて、「指導基準（乳用牛用配合飼料中のアフラトキシン 
   （AF）B1）」と「管理基準（乳用牛用配合飼料中のAFB1以外のかび毒、重金属等）」に分類 

     ・ 主要な飼料原料であるとうもろこしの調達先の多様化及び食品（乳）中のAFM1の新たな規制に 
   対応するため、とうもろこしにAFB1の「管理基準」を新たに設定  

➢ FAMICによる監視体制の見直し 
     ・ 「最終製品の検査」を中心とした監視から、「GMP適合状況の監視」へ 
     ・ より効果的なリスク低減が可能な原料段階及びリスクの高い物質（AF）に重点化した監視へ 
     

対応方向 

（年度） 

（件数） FAMICによる立入検査の違反件数の推移（H6～25年度） 
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ただし、以下の三つが大きな課題 

飼料の「ＧＭＰガイドライン」導入との相乗効果で、我が国の飼料安全をより効果的・効率的に確保 

（参考２） 



配合飼料の品質表示に関する見直し 

飼料原料価格の高騰や飼料米等の利用促進による原料調達先の多様化に伴い、一時的に飼料設
計を変更する必要性が増えてきていることから、配合飼料の品質に関する表示方法を見直します。 

配合飼料の安全・栄養価を確保した上で、一時的な設計変更であれば、表示について一定の柔軟
性を許容し、飼料原料の機動的な確保が期待されます。 

指定配合飼料（＊）についても、生産者の求める原料への変更が短時間で可能となります。 

見直しの方向性 

 飼料の安全及び品質が確保されていても、
設計が変更されれば、表示の変更が必要 

 指定配合飼料についても、全ての項目を表
示する義務 

 飼料の安全及び品質を確保した上で、原材
料の配合割合等の記載について、一定の柔
軟性を許容 

 指定配合飼料については、生産者の了解を
得た上で一部項目の表示を省略 

（＊）畜産農家と製造業者との間であらかじめ決められた配合設計に従って製造された配合飼料 

従来の表示制度 
  今後の表示制度 

期待する効果 

 品質表示に一定の
柔軟性を許容 

 指定配合飼料の表
示の省略 

飼料原料の機動的な確保 

表示切替コストの節減 

いつでも設計変更が可能 

原材料の区分 区分別配合割合 原材料名 

植物油かす類 ２４% 大豆油かす、なたね油かす 

表示票 

配合割合を変更 

一定の柔軟性を許容した表示の事例 

（参考３） 

配合割合
の例 

大豆油かす    ： １１％ 大豆油かす    ： １０％ 

なたね油かす ： １３％ なたね油かす ： １４％ 

従来 要 要 

見直し後 不要 要 

（実際の配合割合が、大豆油かす13%、なたね油かす11%の場合） 

表示票の変更の要否 
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